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平成21年12月９日

独立行政法人の事務 事業の見直し結果（概要）独立行政法人の事務・事業の見直し結果（概要）
－政策評価・独立行政法人評価委員会による「勧告の方向性」－

「平成21年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人等の主要な事務
及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」

【勧告の方向性とは】
中期目標の期間（３～５年）が終了する際、各主務大臣が組織・業務全般の見直しを行う仕組みとなっています。

その中で、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会（委員長：岡素之・住友商事（株）代表取締役会長、独

立行政法人評価分科会長 富田俊基 中央大学法学部教授）は 主務大臣が見直しを検討するに当たり 各法人立行政法人評価分科会長：富田俊基・中央大学法学部教授）は、主務大臣が見直しを検討するに当たり、各法人

の主要な事務・事業の改廃について、「勧告の方向性」という形で指摘事項を取りまとめ、主務大臣に通知します。

本年は、平成21年度に中期目標期間が終了する６つの独立行政法人及び日本司法支援センターを対象に指摘

（延べ65項目）を取りまとめています。

⇒ ポイントは１頁 法人別の主な指摘事項は２頁及び３頁 指摘事項の具体例は４頁から８頁までを参照⇒ ポイントは１頁、法人別の主な指摘事項は２頁及び３頁、指摘事項の具体例は４頁から８頁までを参照。



見直し結果のポイント見直し結果のポイント

組織・体制の見直し

○ 施設の廃止

○ 地方事務所の見直し

日本原子力研究開発機構

医薬基盤研究所、産業技術総合研究所、日本司法支援センター

共通指摘事項

○ 効率化目標の設定

○ 給与水準の適正化等
○ 職員配置の見直し

医薬基盤研究所、産業技術総合研究所、日本司法支援 タ

年金積立金管理運用、日本司法支援センター

事業の見直し 経費の節減

○ 給与水準の適正化等

○ 契約の点検・見直し

事業の見直し

○ 事業の有効性の検証 医薬基盤研究所

経費の節減

○ 支所等の廃止

○ 債権の回収

日本原子力研究開発機構、医薬基盤研究所

医薬基盤研究所、日本司法支援センター

業務運営の効率化

○ 業務フローの見直し 国立公文書館 日本原子力研究開発機構○ 業務フロ の見直し

○ 改善方策の検討、実施

○ 研究開発の重点化

○ 契約方法の見直し

国立公文書館、日本原子力研究開発機構

見直し対象の全法人

日本原子力研究開発機構、医薬基盤研究所、産業技術総合研究所

医薬基盤研究所医薬 研究所

情報開示の徹底、改善

１

○ 業務運営の透明性の確保

○ 法人の業務への信頼の確保

○ 国民への情報提供の改善

年金積立金管理運用

日本原子力研究開発機構、医薬基盤研究所、産業技術総合研究所

日本司法支援センター



法人別の主な指摘事項法人別の主な指摘事項

主務主務

府省 
法人名 実態・課題 主な指摘事項 頁 

内閣府
国 立 公 文

○ 公文書管理法の施行（平成23年６月まで）に

伴う業務量の増加に適切・効率的に対応するこ

とが必要 

⇒遅くとも公文書管理法の施行までに、既存の事務・事

業について、業務フロー等を見直し 

 
３内閣府

書館 ○ 電子処理の進展に伴い、電子媒体による公文

書の移管・保存が平成 23 年度から開始予定 

⇒紙媒体の歴史公文書等の保存方法として、マイクロフ

ィルム、デジタル双方のメリット・デメリットを技術面・経

費面から平成22年度末までに検討し、結論 

３ 

○ 年度内に高速増殖原型炉「もんじゅ」が約１４

年ぶりに運転再開予定 その間 維持管理等に

⇒「もんじゅ」の停止期間中の経費、研究成果等を国民

に分かりやすく公表年ぶりに運転再開予定。その間、維持管理等に

多額の経費が費やされる一方、予定されていた

研究開発が行えず、国民の期待と信頼を大きく

毀損 

 

に分かりやすく公表

再開後の研究開発の進行管理の徹底を図る観点から

研究計画・研究成果を明確化 

事故等による研究開発の遅延を防止するため、システ

ム等を検証し、所要の見直し。その状況の公表 

文部 

科学省

日 本 原 子

力 研 究 開

発機構 

○ 地域住民による正しい原子力の理解増進に

資するために運営されている展示施設等につ

いては、その利用率が低い水準となっており、コ

ストに見合った効果が得られていない状況 

○ 事故・トラブル等の緊急時対応用の分室につ

⇒利用効率の向上等を図るために策定したアクションプ

ランの見直し等による展示施設等の運営の効率化 

「テクノ交流館リコッティ」（東海村）の在り方の見直し 

 

⇒① 青山分室（港区）は その位置付けについて納得

７ 

○ 事故・トラブル等の緊急時対応用の分室につ

いては、必要とされる機能等が明確ではないも

のがあり、その存続について見直すことが必要 

⇒① 青山分室（港区）は、その位置付けについて納得

の得られる説明ができない場合は廃止 《４頁参照》

② 東海・阿漕ヶ浦
あ こ ぎ が う ら

（東海村）の両分室のように、近隣 

に複数の分室が存在するものは、一方の分室につ

いては廃止を含め在り方を見直し含

厚生 

労働省

医 薬 基 盤

研究所 

○ 実用化研究支援事業では、繰越欠損金が54

億円（平成20年度末現在）発生。また、既採択

案件が計画どおり進ちょくしていない状況 

○ 培養細胞の提供について、特定の財団法人と

の提携関係が合理的な理由なく継続

⇒民間の医薬品等の開発を支援する方策としての有用

性、有効性を検証し、事業の在り方を見直し 

 

⇒業務提携の在り方を見直し、必要な委託業務は一般

競争入札等競争性のある契約に移行 《５頁参照》

15 

の提携関係が合理的な理由なく継続

○ 薬用植物資源研究センター和歌山研究部は

近畿圏の薬用植物の栽培のみ実施 

競争入札等競争性のある契約に移行 《５頁参照》

⇒栽培業務の薬用植物資源研究センター筑波研究部

への集約化などにより、和歌山研究部を廃止 
 

２２



主務主務

府省 
法人名 実態・課題 主な指摘事項 頁

厚生
年 金 積 立

金 管 理 運

○ 原則3年で見直すこととしている運用受託機関

の見直しが行われていない資産がある 

○ 基本ポートフォリオの策定や運用状況等の監

視などに重要な役割を担う運用委員会の審議

⇒運用実績等を勘案しつつ、運用受託機関を適時に見直し

 

⇒市場への影響にも配慮しつつ、一定期間を経た後に発言

者名を明らかにした議事録を公表 《６頁参照》 19
厚

労働省
金 管 理 運

用 

視などに重要な役割を担う運用委員会の審議

の透明性の確保を図ることが必要 

○ 法人全体の規模からみて管理部門の要員を

見直す等効率的・効果的な体制とする必要 

者名を明らかにした議事録を公表 《６頁参照》

 

⇒管理部門、調査研究部門及び運用部門の人員配置の見

直し 

19

○ これまでの主要６分野ごとの研究開発の重点

今 製

⇒更なる選択と集中による実用化・製品化を見据えた研究

経済 

産業省

産 業 技 術

総 合 研 究

所 

化の取組はもとより、今後は、実用化・製品化後

の姿を見据えたリソースの重点的な投入が必要

○ 研究成果の実用化・製品化に向けて、異なる

研究分野や領域を融合した取組の充実が課題 

○ 産総研及び地域の研究開発戦略における地

開発への重点化

 

⇒省庁間の壁を越えた研究成果の実用化・製品化の取組に

おける中核的な結節点としての機能の発揮 

⇒各地域センターの研究機能及び産学官の連携機能の発

25

域センターの役割について検証が必要 揮に係るこれまでの取組の成果を踏まえ、各センターの機

能の大胆な見直し 

国土

日 本 高 速

道路保有・

○ 平成 20 年 11 月の交通需要推計によれば、今

後交通量は減少傾向 

○ 債務返済に係る資金調達の殆どが、長期債の

⇒道路資産の貸付料への影響が認められる場合、新規引受

債務の限度額等を精査、返済計画を見直し 《７頁参照》 

⇒（例えば、金利の変動状況を踏まえつつ短期の債券の発
35

国

交通省

道路保有

債 務 返 済

機構（注） 

債務 済 係 資 調 殆 、長期債

発行となっている 

○ 高速道路会社の管理費は、３年連続で３％か

ら５％程度、実績が計画を下回っている 

（例 、 利 変動状況 踏 期 債券 発

行など）更なる資金調達の多様化 

⇒道路が常時良好な状態に保たれるよう留意しつつも計画

管理費の算定を厳格化 

35

○ 民事裁判費用の立替金において、毎年度、多

額のリスク管理債権が発生

⇒当該立替金に係る債権管理・回収計画の策定、効果的な

償還促進方策の実施 《８頁参照》

法務省

日 本 司 法

支援センタ

ー 

額のリスク管理債権が発生

○ 情報提供を行うコールセンターについては、

東京 23 区内に設置する必要性は少ない 

○ 支部と出張所が近接して設置されているもの

がある 

償還促進方策の実施 《８頁参照》

⇒経済性の観点等から、コールセンターの地方移転を検討 

⇒業務量、体制及び費用対効果を踏まえた、支部・出張所

の廃止を含めた見直し 

41

(注) この勧告の方向性における指摘は 同法人に係る現行制度の維持される期間が継続される場合を前提としたものであり 今後の高速道路の(注) この勧告の方向性における指摘は、同法人に係る現行制度の維持される期間が継続される場合を前提としたものであり、今後の高速道路の

原則無料化と併せて行われる、同法人の組織・業務に関する検討を前提としたものではない。 

３３



【【具体例①具体例①】】 ～保有資産の見直し～保有資産の見直し（日本原子力研究開発機構）（日本原子力研究開発機構）～～

実態 勧告の方向性（案）

日本原子力研究開発機構は、全国に８か所に分室
青山分室については 緊急時に必要とされる

本原 開 機構 、 国 所 分

を設置しており、機構内外の事故・トラブル等の緊急

時対応のため、今後も存続させる必要があるとしてい

る。

青山分室については、緊急時に必要とされる

機能や分室の位置付けについて国民に納得の

得られる説明ができない場合、廃止するものと
しかし、これら８か所の分室のうち青山分室について

は、近郊に原子炉施設や大規模な研究施設を有して

いないことから、緊急時に必要とされる機能やその位

置付けが 確とな な

する。

置付けが明確となっていない。

※ 青山分室の概要

○住所：東京都港区南青山 5丁目396番

○規模：敷地面積542.14㎡ 建面積343.50㎡

４４



【【具体例②具体例②】】 ～公益法人との業務提携の在り方の見直し～公益法人との業務提携の在り方の見直し（医薬基盤研究所）（医薬基盤研究所）～～

実態 勧告の方向性（案）

医薬基盤研究所は、財団法人ヒューマンサイエンス 培養細胞の開発・提供業務については 財団医薬基盤研究所は、財団法人 ュ ンサイ ン
振興財団との業務提携（同財団に細胞株を無償で独

占的に提供し、同財団を通じて国内外の研究者への

分譲を実施。分譲による収益は同財団のもの。）により、

培養細胞の開発 提供業務を実施している

培養細胞の開発・提供業務については、財団

法人ヒューマンサイエンス振興財団との関係の

透明性、自己収入の確保を図る観点から、次期
培養細胞の開発・提供業務を実施している。

しかし、同財団による培養細胞の分譲に当たっては、

医薬基盤研究所による技術支援が不可欠となってい

るなど、提携の相手方を同財団に限定しなければなら

中期目標期間内に、現在の同財団との業務提

携による分譲の在り方を見直し、分譲は医薬

ない合理的な理由は認められない。

また、医薬基盤研究所と同財団との協議により、平成

17年度から技術支援に対する対価として同年度の分

譲による収益を勘案した技術支援料（平成20年度は

基盤研究所自らが実施する形に改め、必要な

委託業務については、一般競争入札をはじめ

競争性のある契約形態とするものとする譲による収益を勘案した技術支援料（平成20年度は

1,000万円）が支払われているが、金額については、そ

の後見直しが行われておらず、分譲による収益に応じ

たものとなっていない。

競争性のある契約形態とするものとする。

なお、当面の措置として、技術支援料につい

ては、培養細胞の分譲による収益に見合った

※ 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団の概要

○役員数<平成21年３月現在>：会長1人、理事長１人、専務理事１人、

常任理事８人、理事26人、監事3人の計４0人（うち厚生

労働省出身者 ６人）

対価を徴収するものとする。

労働省出身者 ６人）

○平成20年度収支：収入27.7億円、支出29.7億円

５５



【【具体例③具体例③】】 ～運用委員会の議事録の公表～運用委員会の議事録の公表（年金積立金管理運用）（年金積立金管理運用）～～

実態 勧告の方向性（案）

年金積立金管理運用独立行政法人において

は、基本ポートフォリオの策定や年金積立金の

運用状況等の監視などに経済 金融の専門家

基本ポートフォリオの策定や年金積立金の運

用状況等の監視などに経済・金融の専門家等
運用状況等の監視などに経済・金融の専門家

等の学識経験者からなる運用委員会が重要な

役割を担っている。

運用委員会に い は 現在 議事要旨を公

用状況等の監視などに経済 金融の専門家等

の学識経験者からなる運用委員会が重要な役

割を担っている。運用委員会の審議の透明性

運用委員会については、現在、議事要旨を公

表しているが、議事録の公表は行っていない。

なお、議事録の公表時期によっては、市場に

影響 与え 意

の確保を図るため、市場への影響にも配慮し

つつ、一定期間を経た後に発言者名を明らか

にした議事録を公表するものとする影響を与えるおそれがあることには留意が必要。

※ 運用委員会の概要

○ 経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を

有する者 うちから 厚生労働大臣が任命

にした議事録を公表するものとする。

有する者のうちから、厚生労働大臣が任命。

○ 委員11人以内で構成。平成21年11月末現在、委員10人（委員

長：米澤康博 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授）。

○ 基本ポートフォリオの審議や年金積立金の運用状況等の監視等

を担うを担う。

６６



【【具体例④具体例④】】 ～債務返済計画の見直し～債務返済計画の見直し（日本高速道路保有・債務返済機構）（日本高速道路保有・債務返済機構）～～

実態 勧告の方向性（案）

日本高速道路保有・債務返済機構は、高速
現行の協定は 平成11年度の交通センサス

本高 道路保有 債務 済機構 、高

道路に係る道路資産を保有し、その道路資産

を高速道路会社へ貸付け、その貸付料により

道路関係四公団から承継した債務及び協定に

現行の協定は、平成11年度の交通センサス

調査に基づく交通需要予測によっているところ

であるが、平成20年11月の交通需要推計によ
基づき高速道路会社から引き受けた高速道路

の新設等に係る債務等の返済を行っている。

この債務は、道路関係四公団の民営化から

45年以内に完済することとされており 機構は

平 年 需

れば、現行協定の前提となった交通需要推計

よりも今後交通量が減少傾向にあることが示さ

45年以内に完済することとされており、機構は、

交通需要予測などを踏まえ、それまでの債務返

済計画を作成し、高速道路会社との協定を締

結している

れている。今後、高速道路料金収入の減少な

ど、道路資産の貸付料に対する影響が認めら

れる場合には 新規引受債務の限度額等につ結している。

※ 20年度末時点における有利子債務残高 30兆6,840億円

れる場合には、新規引受債務の限度額等につ

いて精査し、債務返済計画を見直すものとする。
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【【具体例⑤具体例⑤】】 ～業務運営の改善～業務運営の改善（日本司法支援センター）（日本司法支援センター）～～

実態 勧告の方向性（案）

日本司法支援センターでは、資力の乏しい国民を対 本業務は資力の乏しい方を対象としたものであるが、日本司法支援センタ では、資力の乏しい国民を対

象に、民事裁判手続に要する費用の立替払い等を行

う民事法律扶助業務を実施している。

本業務は資力の乏しい方を対象としたものであるが、

運営費交付金を主な財源としている以上、可能な限り

国の歳出を増大させないことが必要であることから、以

下の措置を講ずるものとする。

当該立替金の償還割合は、毎年度、６０％台で推移

しており、多額の貸倒懸念債権や破産更生債権が発

生している状況。また、援助件数は年々増加傾向にあ

る

① 年度ごと、地方事務所等ごとの債権管理・回収計

画を策定し、毎年度、当該債権の管理・回収状況に

ついて検証の上、厳格に評価するとともに、不断に見

直すものとするる。

当該業務の財源としては、運営費交付金が主体と

なっている。

直すものとする。

また、生活保護受給者等に係る債権等、償還の見

込みのない債権については、償却も含め検討し、適

切に処理するものとする。なっている。

※ 民事法律扶助業務に係る新規立替額、償還額及び償還割合

切に処理するものとする。

② 初期滞納者に対する督促の強化やコンビニエンス

ストアを利用した償還を促進する等、立替金の償還

滞納者に対する効果的な督促方法や償還方法を工区分 平成18年度 19年度 20年度

夫することにより、民事法律扶助立替金の償還を促

進するものとする。その際、償還割合の高い地方事

務所における取組を把握し、効果的な方策を活用す

るものとする

新規立替額 52.9億円 110.8億円 126.4億円

償還額 33.7億円 75.8億円 83.8億円

償還割合 63.7％ 68.4％ 66.3％

（注） 日本司法支援センターは、平成18年10月から業務開始。
るものとする。
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（参考１）（参考１） 政策評価・独立行政法人評価委員会について政策評価・独立行政法人評価委員会について

〔平成21 年9 月現在〕 
政 策 評 価 ・独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会 委 員 名 簿 

委員長 岡
おか

 素之
もとゆき

 住友商事㈱代表取締役会長 

【政策評価分科会】 【独立行政法人評価分科会】 

分科会長 金本
かねもと

 良嗣
よしつぐ

 
東京大学大学院経済学研究科・
公共政策大学院教授 

委員長代理
分科会長 富田

と み た

 俊基
と し き

 中央大学法学部教授 

（中期目標の期間の終了時の検討）
第三十五条 主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時にお

いて 当該独立行政法人の業務を継続させる必要性 組織の在り方その他

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）

委  
員 

藤井
ふ じ い

 眞理子
ま り こ

 
東京大学先端科学技術研究セン
ター教授 

委  
員 

樫谷
かしたに

 隆夫
た かお

 日本公認会計士協会常務理事 

森 泉
もりいずみ

 陽子
よ う こ

 神奈川大学経済学部教授 黒田
く ろ だ

 玲子
れ い こ

 
東京大学大学院総合文化研究科

教授 

  森 泉
もりいずみ

 陽子
よ う こ

 神奈川大学経済学部教授 

縣
あがた

 公
こう

一郎
いちろう

 
早稲田大学大学院公共経営研究科
長 

浅羽
あ さ ば

隆史
た か し

白鴎大学法学部教授

いて、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他
その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の
措置を講ずるものとする。

３ 審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独
立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告するこ
とができる。

臨
時
委
員
・専
門
委
員 

（ 略 ） 

浅羽 隆史 白鴎大学法学部教授

阿曽
あ そ

沼
ぬま

 元博
もとひろ

 
国際医療福祉大学国際医療福祉
総合研究所教授 

荒
あら

張
はり

 健
けん

 公認会計士 

稲継
いなつぐ

 裕昭
ひろあき

 
早稲田大学大学院公共経営研究
科教授 

梅里
うめさと

良
よし

正
まさ

日本大学医学部准教授 
（総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会）

第 条 独立行政法人通則法（以下「通則法」という ）第三十二条第三項（日

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的
な事項に関する政令（平成12年政令第316号）

梅 良

 

 岡本
おかもと

 義
よし

朗
あき

 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン
グ㈱政策研究事業本部主席研究員 

 梶川
かじかわ

 融
とおる

 
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人総
括代表社員（ＣＥＯ） 

 河野
か わ の

 正男
ま さ お

 中央大学経済学部教授 

 河村
かわむら

 小百合
さ ゆ り

 
㈱日本総合研究所調査部主任研
究員 

葉大学大学院専 法務 究科

第一条 独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第三十二条第三項（日
本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十六条、
国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第三十五条及び総合法律
支援法（平成十六年法律第七十四号）第四十八条において準用する場合を
含む。）の政令で定める審議会は、総務省の政策評価・独立行政法人評価
委員会とする。

政策評価・独立行政法人評価委員会（政独委）は、総務省に設
置されている審議会です

政策評価・独立行政法人評価委員会

臨
時
委
員  

 
 
 
 
 
 

木村
き む ら

 琢
た く

麿
まろ

 
千葉大学大学院専門法務研究科
教授 

黒川
くろかわ

 行治
ゆきはる

 慶應義塾大学商学部教授 

黒田
く ろ だ

 壽二
と し じ

 金沢工業大学学園長・総長 

鈴木
す ず き

 豊
ゆたか

 
青山学院大学大学院教授 
会計プロフェッション研究科長 

髙
たか

木
ぎ

佳子
よ し こ

弁護士

委員会審議委員会審議

置されている審議会です。

独立行政法人の評価や見直しに関しては、通常の審議会と異
なり、大臣からの諮問を受けて審議・答申するのではなく、委員
会自らが主体となって評価活動や勧告などを行います。

政独委の下に、政策評価分科会と独立行政法人評価分科会が
さ 独立行政法 直 後者 担当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

髙木 佳子 弁護士

田渕
た ぶ ち

 雪子
ゆ き こ

 ㈱三菱総合研究所主席研究員 

玉井
た ま い

 克
かつ

哉
や

 
東京大学先端科学技術研究セン
ター教授 

野口
の ぐ ち

 貴公美
き く み

 中央大学法学部教授 

松田
ま つ だ

美幸
み ゆ き 学校法人麻生塾法人本部ディレ

クター

設置されており、独立行政法人の見直しは後者が担当していま
す。さらに、独立行政法人評価分科会の下には、５つの府省別
ワーキング・グループが置かれています。 委員による現地視察委員による現地視察

 

 
 
 
 

松田 美幸 クター

宮本
みやもと

 幸
こ う

始
じ

 東京電力㈱常任監査役 

山本
やまもと

 清
きよし

 
国立大学財務・経営センター研究部教授 

東京大学大学院教育学研究科教授 

山谷
や ま や

 清
きよ

志
し

 同志社大学政策学部教授 
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（参考２）（参考２） 「勧告の方向性」の対象７法人の概要「勧告の方向性」の対象７法人の概要

所管府省 法 人 名 現在行っている主な業務 

常勤
職員
数

（人）

H21 
予算 

（億円）

国の財政
支出 
(億円) 

内閣府 国立公文書館 ・歴史資料として重要な公文書等の保存及び一般公開 41 21 21 

文部科学省 日本原子力研究開発機構 
・原子力に関する基礎的研究及び応用の研究 

・核燃料サイクルを確立するために必要な技術の開発 
4,683 1,982 1,848  

医薬基盤研究所
・医薬品技術及び医療機器等技術に関する研究開発及びその

83 129 122
厚生労働省

医薬基盤研究所 
医薬品技術及び医療機器等技術に関する研究開発及びそ

振興 
83 129 122 

年金積立金管理運用 ・厚生年金保険及び国民年金における積立金の管理・運用 76 140,791 － 

・鉱工業の科学技術に関する研究・開発等 

・地質の調査 
経済産業省 産業技術総合研究所 ・計量の標準設定、計量器の検定、検査、研究、開発、教習等 

・産業技術力強化法に規定する技術経営力の強化に寄与する人

材の養成等 

3,115 867 670 

国土交通省 日本高速道路保有・債務返済機構 
・高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け

・承継債務の返済（返済のための借入れに係る債務の返済を含 84 39,196 775 

む。） 

法務省 日本司法支援センター

・法的紛争解決制度に関する情報の提供（情報提供業務） 

・資力に乏しい国民に対する弁護士費用の立替え（民事法律扶

助業務） 
614 397 262法務省 日本司法支援センタ

・国選弁護人の選任、報酬・費用の支払い（国選弁護関連業務） 

・司法過疎地域における法律事務の実施（司法過疎対策業務） 

・犯罪被害者支援に関する情報の提供（犯罪被害者支援業務） 

614 397 262 

 (注１) 常勤職員数（任期付きの常勤職員を含む。）は平成21年１月現在。

算 算 算 含  (注２） Ｈ21予算は当初予算ベースの21年度計画における支出予算の総額（他勘定への繰入れを含む。）。

(注３) 国の財政支出は「平成21年度予算及び財政投融資計画の説明」（財務省主計局・理財局）による。なお、日本司法支援センターは、法務省の平成

21年度当初予算による。

(注４) 斜字の法人は、役職員に国家公務員の身分を与えている独立行政法人（特定独法）。
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［本件連絡先］

総務省行政評価局 独立行政法人担当評価監視官室

評 価 監 視 官 横 山 均
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